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平成 23年８月１日	 議 会 だ よ り	 第 109号

そ　

の　
他

発　

議　
案

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

更
新
整
備
に
伴
う
園
芸
農
産
振
興
対

策
事
業
、
ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
の
生
息
環

境
の
維
持
改
善
に
伴
う
指
定
文
化
財

保
護
保
存
事
業
な
ど
の
追
加
に
よ
り
、

増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

の
継
続
適
用
を
可
能
と
す
る
こ
と
、

被
災
住
宅
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
住
宅
用
地
に
つ
い
て
、
被
災
後

10
年
間
、
申
請
に
よ
り
引
き
続
き
軽

減
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
も
の
で
す
。

◎
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
き

同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

結
果
：
同
意
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
任
期
満
了
に
伴
い
、
地
方

教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
足
立
俊
夫
氏
を
再
任
す
る
た

め
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で

す
。

◎
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

の
選
任
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

結
果
：
同
意
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
任
期
満
了
に
伴
い
、
地
方

税
法
第
４
２
３
条
第
３
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
諸
岡
龍
一
氏
を
再
任
す
る

た
め
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の

で
す
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意

見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

結
果
：
適
任
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
任
期
満
了
に
伴
い
、
人
権

擁
護
委
員
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
渡
邉
芳
江
氏
を
再
度
委

員
に
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
の
意
見
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意

見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

結
果
：
適
任
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
任
期
満
了
に
伴
い
、
人
権

擁
護
委
員
法
第
６
条
第
３
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
新
た
に
髙
山
清
一
氏
を

委
員
に
推
薦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
意
見
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
き
同
意
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

結
果
：
同
意
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
欠
員
に
よ
り
、
地
方
自
治

法
第
１
９
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
新
た
に
腰
川
日
出
夫
氏
を
選

任
す
る
た
め
、
議
会
の
同
意
を
求
め

る
も
の
で
す
。

●
採
択
と
な
っ
た
も
の

陳
情
第
２
号　
「
国
に
お
け
る
平
成

24
（
２
０
１
２
）
年
度
教
育
予
算
拡

充
に
関
す
る
意
見
書
」
採
択
に
関
す

る
陳
情

陳
情
第
３
号　
「
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
の
堅
持
に
関
す
る
意
見

書
」
採
択
に
関
す
る
陳
情

●
不
採
択
と
な
っ
た
も
の

陳
情
第
１
号　

大
幅
増
員
と
夜
勤
改

善
で
安
全
、
安
心
の
医
療
・
介
護
を

求
め
る
陳
情

●
継
続
審
査
と
な
っ
た
も
の

請
願
第
２
号　

茂
原
市
立
本
納
中
学

校
の
プ
ー
ル
施
設
建
て
替
え
を
求
め

る
請
願

平
成
23
年
第
２
回
定
例
会
日
程

【
会
期
】６
月
８
日
～
23
日（
16
日
間
）

条　
例　
関　
係

人　
事　
関　
係

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
茂
原
市
国
民
健
康
保
険

税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）

結
果
：
承
認
（
賛
成
多
数
）

［
内
容
］
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
が
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
で
す
。

　

改
正
点
は
、
基
礎
課
税
額
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
、
介
護
納

付
金
課
税
額
に
お
け
る
課
税
限
度
額

の
引
き
上
げ
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
茂
原
市
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
）

結
果
：
承
認
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
及
び
関
係
政
令
が
施
行
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
改
正
点
は
、
東
日
本
大
震
災

に
お
け
る
被
災
者
支
援
の
た
め
、
住

宅
や
家
財
等
に
係
る
損
失
の
雑
損
控

除
に
つ
い
て
、
平
成
23
年
度
住
民
税

で
の
適
用
を
可
能
と
し
、
繰
越
控
除

期
間
を
３
年
か
ら
５
年
と
す
る
こ
と
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
住
宅
が
滅

失
等
し
て
も
、
引
き
続
き
残
存
期
間

◎
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
財
団
法
人
茂
原
市
学
校

給
食
公
社
に
係
る
否
認
請
求
申
立
事

件
の
和
解
）

結
果
：
承
認
（
全
会
一
致
）

［
内
容
］
財
団
法
人
茂
原
市
学
校
給

食
公
社
破
産
管
財
人
の
否
認
請
求
申

立
事
件
に
関
し
て
和
解
を
す
る
に
あ

た
り
、
専
決
処
分
し
た
も
の
で
す
。

◎
教
育
予
算
の
充
実
を
求
め
る
意
見

書
案
の
提
出
に
つ
い
て

結
果
：
可
決
（
全
会
一
致
）

月
日

会
議
内
容

６
月８

日
㈬

・�

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

・�

会
期
の
決
定

・
議
案
の
上
程
説
明

・��

常
任
委
員
会
委
員
並
び
に
議

会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任

・�

請
願
・
陳
情
の
上
程
後
委
員

会
付
託

・
休
会
の
件

15
日
㈬
・�

一
般
質
問

16
日
㈭
・�

一
般
質
問

17
日
㈮
・�

議
案
質
疑
後
委
員
会
付
託

・�

休
会
の
件

23
日
㈭
・�

永
年
在
職
議
員
表
彰

・�

議
案
等
の
総
括
審
議

次
回
の
定
例
会
は

９
月
７
日
㈬
か
ら

開
催
予
定
で
す

委員会の構成
議会運営委員会
委 員 長　伊藤	すすむ
副委員長　関 　 	 好 治
委　　員　前 田 	 正 志・中 山 	 和 夫
　　　　　細谷	菜穂子・平 	 ゆ き 子
　　　　　ますだよしお・田丸	たけ子
	
総務委員会
委 員 長　鈴 木 敏 文
副委員長　田丸	たけ子
委　　員　山田	きよし・平 	 ゆ き 子
　　　　　伊藤	すすむ・早野	公一郎
　　　　　三 枝 義 男
	
教育福祉委員会
委 員 長　加賀田	隆志
副委員長　細谷	菜穂子
委　　員　矢 部 義 明・森 川 雅 之
　　　　　深 山 和 夫・三 橋 弘 明
　　　　　金 澤 武 夫
	
建設委員会
委 員 長　ますだよしお
副委員長　中 山 和 夫
委　　員　前 田 正 志・関 　 好 治
　　　　　常 泉 健 一・市 原 健 二
	
市民環境経済委員会
委 員 長　初谷	智津枝
副委員長　金 坂 道 人
委　　員　飯 尾 　 暁・腰川	日出夫
　　　　　勝 山 頴 郷・田 辺 正 和




